
必ず
お読み下さい。第３０号①

 

 

 

 

 

源泉税個別指導・前期記帳確認のご案内 
納期の特例を受けておられる方々の、１月～６月分までの源泉税の納付は 7 月 10 日が期限ですのでお忘れなく納税して下

さい。また、同時期に記帳確認も行います。 

 

下記により個別指導日を設けましたのでご利用下さい。（場所は、両行事とも当会会議室です。） 

 

源泉税個別指導 日 時 ７月１日（月）～７月１０日（水） 受付時間 下記時間を参照 

        持参品 源泉徴収簿等源泉税関係書類（青色のファイルがある方）、納付書 

         

前期記帳確認  日 時 ７月１日（月）～７月１２日（金） 受付時間 下記時間を参照 

        持参品 ①パソコンやバックアップデータ（会計ソフト利用者の方） 

            ②現金出納帳や元帳などの諸帳簿 

            ③源泉徴収簿等源泉税関係書類（青色のファイルがある方） 

            ④試算表又は月別集計表 

            ⑤昨年分の決算書・確定申告書控（緑色のファイルがある方） 

            ⑥車等を購入された方は、車等の明細書やローン明細書など 

 

       （但し、両行事とも土日祝日は除く・正午より午後 1時までは昼休みをいただきます。） 
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昨年分もご持参下さい 
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予約制で実施を致します。 

下記の要領でお願い致します。 

※予約開始は、令和６年６月１０日（月）からとなります。 
 ・源泉税は、給与や専従者給与を支払っている方が税務署へ報告する事務です。 

・記帳確認は、日頃の記帳の中で、わからないことや車の買い替えなど記帳（入力）の確認 

をします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●予約（お一人様 30分以内）をする。 

9：00～  9：30～ 10：00～ 10：30～ 11：00～ 11：30～ 

13：00～ 13：30～ 14：00～ 14：30～ 15：00～  

●注意事項 

 ・時間厳守（予約時間の 10分前にはお越し下さい。）でお願いします。 

 ・事前にご自身で、集計等は済ませておいて下さい。 

 ・体調には十分気をつけてお越し下さい。 

電話予約 
・事務局への予約の電話（TEL058-263-4236）をする 

・必ず宛名シールの番号（５桁）と会員名（事業主名） 

指導内容（源泉税・記帳確認等）をお伝え下さい。 

・受付時間：午前９時～午後５時 

・職員の指名がある場合はお伝え下さい。 

 

ネット予約 
・ＱＲコード「ＬＩＮＥ＠」を登録して頂けるとスムーズに行え

ます。または、検索【岐阜北青色申告会】でＨＰから予約可能

です。 

必要事項を入力して下さい。   

受付時間：２４時間 

   

★無料法律相談（予約制）のお知らせ★ 

毎月第 4水曜日①13:00②13:40③14:20 
※予約が無い場合は、お休みします。 
※2回目以降の継続相談は有料です。 

※協力：弁護士法人岐阜合同法律事務所 

会員紹介キャンペーン実施中 
 紹介者に、４，０００円 入会者に、粗品プレゼント！！！ 

 

６月１日以降の給

与等の支払い分か

ら定額減税が始ま

ります。ご注意下

さい。 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1545119393/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cuc2luc2h1dS5jby5qcC9jb19uYXZpLzQ2MGFkMTlhNjkzMGYxODc4NTMxNTVkMy0zNzIuaHRtbA--/RS=%5eADB7TK3ltRXIpW827YqiVibV_oVgnQ-;_ylt=A2RCL60hVRdccmgAyg2U3uV7;_ylu=X3oDMTBiZGdzYWtnBHZ0aWQDanBjMDAz


必ず
お読み下さい。第３０号②

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局からのお知らせ 

下記日程は、総会の為事務局を閉館させて頂きます。 
ご理解ご協力の程、宜しくお願い致します。 
  
５月２３日（木）（一社）岐阜北青色申告会 
６月 ３日（月）岐阜北税務署管内青色申告会連合会 
６月 ６日（木）岐阜県青色申告会連合会  

 

≪ ＴＥＬ 058-263-4236  ＦＡＸ 058-263-9555 ≫ 

 

★確定申告を終えて～所得税編～★ 

確定申告大変お疲れ様でした。特に予約制につきまして、多くの会員の皆様に大変ご協力を頂き、誠にありがとう

ございました。さて、申告が終わり、皆様、ホッとされてみえるかとは思いますが、確定申告期間中、サポートを

させて頂く中で、間違いや勘違いをされてみえる事がございましたので、ご紹介させて頂きます。 

『 貸借対照表編 』 
※「借入金」がある方で返済表をお持ちでない方が見えました。残高確認ができませんので必ずお持ち下さい。 

 また、記帳の際に、元金と利息を分けずに入力をして見える方がありました。 

※「預り金」とは、従業員の給与や専従者給与を支払った場合に、源泉所得税や住民税を事業主が預かった場合に

使う科目です。又、納付の際にも使う科目ですので注意して下さい。 

『 収 入 編 （特に注意して下さい。売上漏れとなります！）』 
※「売上と仕入」「売上と経費（振込手数料・安全協力費等）」「売上と源泉所得税」など差し引かれて売上金が入

金になった場合、入金された金額を売上として計上してみえる方がありましたが、その場合は、差し引かれる前

の金額が、売上となります。 

※「売掛金」計上漏れの方が見えました。 

『 経 費 編 』 
※「租税公課」の中に、所得税や市県民税、小規模企業共済などが入っている場合が見られました。これらは、経

費ではなく「事業主貸」で処理をして下さい。 

※「損害保険料」の中に、国民健康保険や生命保険、介護保険料などが入っている場合が見られました。これらは、

経費ではなく「事業主貸」で処理をして下さい。 

※「福利厚生費」の中に、専従者との旅行（家族旅行）が含まれている場合が見られました。家族旅行は経費には

なりませんのでご注意下さい。また、「福利厚生費」は、他人従業員に対する福利・厚生について支払いをした

場合に使用する科目ですので、他人従業員がいらっしゃらない事業主の方は、使用しないで下さい。 

※家事按分（例：自宅とお店が一緒の場合、車を事業と家事と両方使用する場合など）を忘れてみえる方がありま

す。この場合、全額経費にはなりませんので、ご注意下さい。また、事前にそのような支払いがないか、該当す

る経費科目をピックアップしておいて頂くとスムーズに処理ができます。 

『 所 得 控 除 編 』 
※国民年金保険料を控除する場合は、必ず控除証明書が必要になりますのお持ち下さい。 

※国民健康保険料を控除する場合は、金額さえ確認できれば大丈夫ですので、市町村から送られてくるハガキ等を

待たなくても、通帳から計算して頂いたり、納付書から計算して頂いたり、直接、市町村の窓口で確認していた

だいても構いません。 

※必要書類（年金の源泉徴収票・生命保険控除証明書などの各種証明書等）が無く出直す方がみえました。来局前

に必ず確認して下さい。 

『 そ の 他 』 
※予約制でしたが、時間（50分）オーバーになる方が多数ありました。年内に処理が出来る事柄（車購入や買替、

10万円以上の備品の購入（いわゆる減価償却対象資産の購入））に時間がかかりました。このような事案がある

場合は、“記帳確認開催時”に必ずご相談下さい。 

※マイナンバーカードの有効期限（電子証明書５年・カード本体１０年）切れの方が見えましたのでご注意下さい。

また、暗証番号（数字４桁と英数字６桁以上）がわからない方が見えました。マイナンバーカード作成時に設定

してみえますので、再確認をお願いします。 
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必ず
お読み下さい。第３０号③

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪ ＴＥＬ 058-263-4236  ＦＡＸ 058-263-9555 ≫ 

会員コラボ企画募集！！！ 
 
青色申告会とコラボしませんか？会員の皆様のお仕事ＰＲも兼ねてコラボ企画を募集します。 
 こんなことできるよ！ 
 こんなことやってみたい！ 
 こんな教室開催出来ますよ！ 
このイベントは夏休みの宿題になりますよ！   とか 

 
とりあえず、ご提案下さい。やれるかやれないかはご提案頂いてから考えましょう！ 

（ご期待に添えない場合もありますのでご了承下さい。） 
 お問い合わせは事務局まで 

講座内容 

第１回   ・お金の話はタブー？ 

     ・NISAをおすすめするワケ 

     ・老後にいくら必要？ 

第２回    ・投資信託ってなに？ 

     ・インデックスとはアクティブとは 

第３回    ・ドルコスト平均法でつみたてよう 

     ・暴落した時、どうする？ 

     ・長期運用の“複利”のチカラ 

第４回    ・リスクとリターンを理解しよう 

     ・どこの国のなにを買う？ 

第５回    ・実際に買ってみよう！ 

     ・変更する時、止める時、売る時は？ 

※全 5回コースとなり、第 1回から第 5回まで順にもれなくご参加頂く必要があ

ります。途中でお休みされた場合は個別相談（別途有料）にて対応致します。 

お申込みは 

こちらからお願い

します 

講師紹介：タネマキハナコ 

株も保険も売らないフリーのファイナンシャルプ

ランナー。夫と娘との 3人家族。家計を細かく見

直したり、ゆるっと手作りの暮らしを楽しみなが

ら、みなさんに寄り添ったお金の知識を広めよう

と“タネマキ”しています。 

https://tanemaki-hanaco.com 

 講師：タネマキハナコさん 
ＮＩＳＡはじめませんか？ 

日時・参加料 

第 1回 6月 4日 

第 2回 6月 18日 

第 3回 6月 25日 

第 4回 7月 16日 

第 5回 7月 23日 

火曜日 10時～12時 

参加料 22,000円 

 

開催場所 当会会議室

参加者定員 １２名 

但し、７名以下になった

場合は開催場所を変更す

ることがあります。

５回講座 

申込は、インスタグラムのみとなります 
PayPayのみのお支払いとなります 
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裏面あります。 

会員以外の方のご

参加ＯＫです！！ 

お友達とご一緒に

とうぞ！！ 


